
○吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助

金交付要綱 

平成２５年３月２９日 

要綱第１９号 

改正 平成３１年３月２８日要綱第６号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子育て環境の向上を図るため、吉見町ファミリーサポートセン

ター事業及び吉見町緊急サポートセンター事業において育児の援助活動を行う者

（以下「サポート会員」という。）に対し、予算の範囲内において補助金を交付す

ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則（昭和５１

年吉見町規則第１４号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。  

（交付の対象） 

第２条 補助金の交付の対象者は、吉見町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

（平成２５年吉見町要綱第１７号）及び吉見町緊急サポートセンター事業実施要綱

（平成２５年吉見町要綱第１８号）に定める援助活動を行ったサポート会員とする。 

（交付額の算定方法） 

第３条 補助金の交付額は、別表に定めるとおりとする。  

（委託） 

第４条 町長は、この要綱に規定する補助金の事務手続の処理について、法人等に委

託することができる。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとするサポート会員（以下「申請者」という。）は、

吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付

申請書（様式第１号）に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。  

（交付決定等） 

第６条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

申請者に吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補

助金交付・不交付決定通知書（様式第２号）を通知するものとする。  

２ 前項の交付決定通知書を受けた申請者は、各月分についての吉見町ファミリーサ

ポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付請求書（様式第３号）

を町長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第７条 補助金の交付を受けた者（以下「事業者」という。）は、事業の完了後速や

かに吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金

実績報告書（様式第４号）に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。  

（確定通知） 

第８条 町長は、補助金の額を確定したときは、事業者に吉見町ファミリーサポート



センター事業及び緊急サポートセンター事業補助金確定通知書（様式第５号）によ

り通知するものとする。 

（書類の整備等） 

第９条 事業者は、補助事業に係る収入及び支出等の証拠書類を整備し、保管してお

かなければならない。 

２ 前項に規定する証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計

年度から５年間保管しなければならない。  

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。  

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

附 則（平成３１年３月２８日要綱第６号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後の援助活動に係る補助金につい

て適用し、同日前の援助活動に係る補助金については、なお従前の例による。  

別表（第３条関係） 

事業名 種別 助成単価 

ファミリーサポートセンター

事業 

ファミリーサポート 児童１人１時間当たり

３００円 

緊急サポートセンター事業 緊急（病児・病後児）サポー

ト 

児童１人１時間当たり

４００円 

宿泊を伴うサポート 児童１人１日当たり２，

０００円 

備考 

同一の利用会員からの児童の預かり人数が複数となる場合は、２人目以降の児童

の援助活動に対する補助金の交付額は助成単価の半額とする。  



 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

 


